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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トラフィック・マーカ組立体であって、
　成形プラスチックから形成された壁と、上部と、周辺フランジを備えるベース部と、を
備えるマーカ・ボディと、
　成形材料を含むベースであって、該ベースは、前記マーカ・ボディが前記ベースに結合
されるときに前記マーカ・ボディを受容するための中央開口を有し、前記マーカ・ボディ
の前記周辺フランジは、前記ベースの前記中央開口の直径よりも大きな直径を有し、これ
によって、前記トラフィック・マーカ組立体を形成するように前記マーカ・ボディが前記
ベースに着脱可能に結合され、前記中央開口は、前記ベースにおける内側の周辺部分によ
って形成される、前記ベースと、を備え、
　前記ベースは、前記トラフィック・マーカ組立体の全重量の７０％以上の重量を有し、
前記マーカ・ボディは、前記トラフィック・マーカ組立体の前記全重量の残りの３０％以
下の重量を有し、前記トラフィック・マーカ組立体が組み立てられた場合、前記トラフィ
ック・マーカ組立体の傾け角度は鉛直方向から６０度以上であり、
　前記トラフィック・マーカ組立体は、前記マーカ・ボディの前記壁上に配置され、周方
向に互いに離間されている複数のインターロッキング突出部をさらに備え、該インターロ
ッキング突出部は、前記マーカ組立体が組み立てられた状態にあるとき、前記ベースにお
ける前記内側の周辺部分に係合するように配置され、
　前記トラフィック・マーカ組立体は、前記マーカ・ボディの周囲において周方向に関し
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て互いに離間して配置されている複数のアジャスタ突出部をさらに備え、前記アジャスタ
突出部の各々は隣接するインターロッキング突出部同士の間に配置され、前記アジャスタ
突出部の各々の下端は、前記マーカ・ボディの前記壁において、前記インターロッキング
突出部の各々の下端よりも低い部位に配置されている、トラフィック・マーカ組立体。
【請求項２】
　前記傾け角度は鉛直方向から７０度以上である、請求項１に記載のトラフィック・マー
カ組立体。
【請求項３】
　前記傾け角度は鉛直方向から約７６度である、請求項１に記載のトラフィック・マーカ
組立体。
【請求項４】
　前記ベースは、前記トラフィック・マーカ組立体の前記全重量の約８０％の重量を有す
る、請求項１に記載のトラフィック・マーカ組立体。
【請求項５】
　前記マーカ・ボディは低密度ポリエチレンから成形される、請求項１に記載のトラフィ
ック・マーカ組立体。
【請求項６】
　前記ベースはリサイクル・ラバーから成形される、請求項１に記載のトラフィック・マ
ーカ組立体。
【請求項７】
　さらに、周方向に互いに離間されている前記複数のインターロッキング突出部は、ベー
スが取り付けられていない複数の前記マーカ・ボディがともに積み重ねられるとき、下側
のマーカ・ボディ上の周方向に互いに離間されている前記複数のインターロッキング突出
部が、当該下側のマーカ・ボディの上に積み重ねられるマーカ・ボディの内側の壁に干渉
するように接触し、これによって、前記下側のマーカ・ボディの上の前記上側のマーカ・
ボディのさらなる進行が停止されることにより前記下側のマーカ・ボディに対する前記上
側のマーカ・ボディの張り付きが抑制されるよう、配置されている、請求項１に記載のト
ラフィック・マーカ組立体。
【請求項８】
　前記複数のアジャスタ突出部は、ダイヤモンド形状であり、前記マーカ・ボディから離
れるように前記ベースを押すように機能し、これによって、前記インターロッキング突出
部に向かって前記ベースを変形させ、軸方向と回転方向の両方において前記マーカ・ボデ
ィに対する前記ベースのロッキングが改善される、請求項１に記載のトラフィック・マー
カ組立体。
【請求項９】
　前記マーカ・ボディの把持に役立つように、前記マーカ・ボディの前記上部中に成形さ
れた窪んだ凹部をさらに備える、請求項１に記載のトラフィック・マーカ組立体。
【請求項１０】
　前記窪んだ凹部の上方において、前記マーカ・ボディ中に成形された、突出した周辺の
上係止部分をさらに備える、請求項９に記載のトラフィック・マーカ組立体。
【請求項１１】
　前記上部における前記マーカ・ボディの壁の表面は、把持表面を改良するように質感が
付けられている、請求項９に記載のトラフィック・マーカ組立体。
【請求項１２】
　トラフィック・マーカ組立体であって、
　成形プラスチックから形成された壁と、上部と、周辺フランジを備えるベース部と、を
備えるマーカ・ボディと、
　成形材料を含むベースであって、該ベースは、前記マーカ・ボディが前記ベースに結合
されるときに前記マーカ・ボディを受容するための中央開口を有し、前記マーカ・ボディ
の前記周辺フランジは、前記ベースの前記中央開口の直径よりも大きな直径を有し、これ
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によって、前記トラフィック・マーカ組立体を形成するように前記マーカ・ボディが前記
ベースに着脱可能に結合され、前記中央開口は、前記ベースにおける内側の周辺部分によ
って形成される、前記ベースと、
　前記マーカ・ボディの前記壁上に配置され、周方向に互いに離間されている複数のイン
ターロッキング突出部であって、該インターロッキング突出部は、前記マーカ組立体が組
み立てられた状態にあるとき、前記ベースにおける前記内側の周辺部分に係合するように
配置され、周方向に互いに離間されている前記複数のインターロッキング突出部は、ベー
スが取り付けられていない複数の前記マーカ・ボディがともに積み重ねられるとき、下側
のマーカ・ボディ上の周方向に互いに離間されている前記複数のインターロッキング突出
部が、当該下側のマーカ・ボディの上に積み重ねられるマーカ・ボディの内側の壁に干渉
するように接触し、これによって、前記下側のマーカ・ボディの上の前記上側のマーカ・
ボディのさらなる進行が停止されることにより前記下側のマーカ・ボディに対する前記上
側のマーカ・ボディの張り付きが抑制されるよう、配置されている、前記複数のインター
ロッキング突出部と、
　前記マーカ・ボディの周囲において周方向に関して互いに離間して配置されている複数
のダイヤモンド形状の突出部であって、前記ダイヤモンド形状の突出部の各々は隣接する
インターロッキング突出部同士の間に配置され、前記ダイヤモンド形状の突出部は、前記
マーカ・ボディから離れるように前記ベースを押すように機能し、これによって、前記イ
ンターロッキング突出部に向かって前記ベースを変形させ、軸方向と回転方向の両方にお
いて前記マーカ・ボディに対する前記ベースのロッキングが改善される、前記複数のダイ
ヤモンド形状の突出部と、を備える、トラフィック・マーカ組立体。
【請求項１３】
　前記マーカ・ボディの把持に役立つように、前記マーカ・ボディの前記上部中に成形さ
れた窪んだ凹部をさらに備える、請求項１２に記載のトラフィック・マーカ組立体。
【請求項１４】
　前記窪んだ凹部の上方において、前記マーカ・ボディ中に成形された、突出した周辺の
上係止部分をさらに備える、請求項１３に記載のトラフィック・マーカ組立体。
【請求項１５】
　前記上部における前記マーカ・ボディの壁の表面は、把持表面を改良するように質感が
付けられている、請求項１３に記載のトラフィック・マーカ組立体。
【請求項１６】
　前記ベースは、前記トラフィック・マーカ組立体の全重量の７０％以上の重量を有し、
前記マーカ・ボディは、前記トラフィック・マーカ組立体の前記全重量の残りの３０％以
下の重量を有し、前記トラフィック・マーカ組立体が組み立てられた場合、前記トラフィ
ック・マーカ組立体の傾け角度は鉛直方向から６０度以上である、請求項１２に記載のト
ラフィック・マーカ組立体。
【請求項１７】
　前記傾け角度は鉛直方向から約７６度である、請求項１６に記載のトラフィック・マー
カ組立体。
【請求項１８】
　前記ベースは、前記トラフィック・マーカ組立体の前記全重量の約８０％の重量を有す
る、請求項１６に記載のトラフィック・マーカ組立体。
【請求項１９】
　前記マーカ・ボディは低密度ポリエチレンから成形される、請求項１２に記載のトラフ
ィック・マーカ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、車両、歩行者などに警告するか迂回させるために使用されるトラフ
ィック・マーカ装置またはセーフティ・コーンに関し、より詳細には、成形ボディおよび
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成形ベースを有するトラフィック・コーンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書において考慮される一般の種類のトラフィック・マーカ装置は、Ｄｖｏｒａｃ
ｅｋによる特許文献１に開示されており、この特許は、その全体が参照により本明細書に
特に援用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７５１３２１２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　トラフィック・コーンを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、２ピースのトラフィック・コーン等のトラフィック・マーカ組立体に関し、
該トラフィック・マーカ組立体は、成形プラスチックから形成された壁と、上部と、ベー
ス部と、を備えるマーカ・ボディを備える。前記ベース部は、周辺フランジを備えるとと
もに、成形材料を含むベースを備え、該ベースは、前記マーカ・ボディが前記ベースに結
合されるときに前記マーカ・ボディを受容するための中央開口を有し、前記マーカ・ボデ
ィの前記周辺フランジは、前記ベースの前記中央開口の直径よりも大きな直径を有し、こ
れによって、前記トラフィック・マーカ組立体を形成するように前記マーカ・ボディが前
記ベースに着脱可能に結合される。有利には、前記ベースは、前記トラフィック・マーカ
組立体の全重量の７０％以上の重量を有するとともに、前記マーカ・ボディは、前記トラ
フィック・マーカ組立体の前記全重量の残りの３０％の重量を有する。先行技術のトラフ
ィック・コーンと比較して有利なこの重量配分によって、前記トラフィック・マーカ組立
体が組み立てられた場合、前記トラフィック・マーカ組立体の傾け角度は鉛直方向から６
０度以上であり、トラフィック・マーカ組立体は、鉛直方向から６０度よりも大きい角度
へと動くまで安定したままであることを意味する。好適には、前記傾け角度は鉛直方向か
ら７０度以上であり、特定の一実施形態では、前記傾け角度は鉛直方向から約７６度であ
る。
【０００６】
　同実施形態において、前記ベースは、前記トラフィック・マーカ組立体の前記全重量の
約８０％の重量を有する。
　前記マーカ・ボディは、好適には、低密度ポリエチレンから成形され、前記ベースは、
好適には、リサイクル・ラバーから成形される。本発明の別の有利なフィーチャは、前記
マーカ・ボディの前記壁上に配置され、周方向に互いに離間されている複数のインターロ
ッキング突出部であり、該インターロッキング突出部は、前記マーカ組立体が組み立てら
れたスペースにあるとき、前記ベースにおける内側の周辺部分に係合するように配置され
ている。さらに、周方向に互いに離間されている前記複数のインターロッキング突出部は
、ベースが取り付けられていない複数の前記マーカ・ボディがともに積み重ねられるとき
、下側のマーカ・ボディ上の前記突出部が、当該下側のマーカ・ボディの上に積み重ねら
れるマーカ・ボディの内側の壁に干渉するように接触し、これによって、前記下側のマー
カ・ボディの上の前記上側のマーカ・ボディのさらなる進行が停止されることにより前記
下側のマーカ・ボディに対する前記上側のマーカ・ボディの張り付きが抑制されるよう、
配置されている。
【０００７】
　さらに、前記マーカ・ボディには、前記マーカ・ボディの周囲において周方向に関して
互いに離間して配置されている複数のダイヤモンド形状の突出部がさらに設けられ、前記
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ダイヤモンド形状の突出部の各々は隣接するインターロッキング突出部同士の間に配置さ
れ、前記ダイヤモンド形状の突出部は、前記マーカ・ボディから離れるように前記ベース
を押すように機能し、これによって、前記インターロッキング突出部に向かって前記ベー
スを変形させ、軸方向と回転方向の両方において前記マーカ・ボディに対する前記ベース
のロッキングが改善される。
【０００８】
　本発明のさらに別の有利なフィーチャは、前記マーカ・ボディの把持に役立つように、
前記マーカ・ボディの前記上部中に成形された窪んだ凹部を設けたことである。前記窪ん
だ凹部の上方において、前記マーカ・ボディ中に成形された、突出した周辺の上係止部分
は、前記ボディの把持中において前記マーカ・ボディの上部から滑らないように使用者の
手を係止するように機能する。そのような滑りを抑制するための別の手法として、前記上
部における前記マーカ・ボディの壁の表面は、把持表面を改良するように質感が付けられ
てもよい。
【０００９】
　本発明の別の態様では、成形プラスチックから形成された壁と、上部と、周辺フランジ
を備えるベース部と、を備えるマーカ・ボディを備えるトラフィック・マーカ組立体が提
供される。さらに、成形材料を含むベースが設けられ、該ベースは、前記マーカ・ボディ
が前記ベースに結合されるときに前記マーカ・ボディを受容するための中央開口を有する
。前記マーカ・ボディの前記周辺フランジは、前記ベースの前記中央開口の直径よりも大
きな直径を有し、これによって、前記トラフィック・マーカ組立体を形成するように前記
マーカ・ボディが前記ベースに着脱可能に結合される。
【００１０】
　周方向に互いに離間されている複数のインターロッキング突出部が、前記マーカ・ボデ
ィの前記壁上に配置され、前記インターロッキング突出部は、前記マーカ組立体が組み立
てられた状態にあるとき、前記ベースにおける内側の周辺部分に係合するように配置され
ている。さらに、周方向に互いに離間されている前記複数のインターロッキング突出部は
、ベースが取り付けられていない複数の前記マーカ・ボディがともに積み重ねられるとき
、下側のマーカ・ボディ上の前記突出部が、当該下側のマーカ・ボディの上に積み重ねら
れるマーカ・ボディの内側の壁に干渉するように接触し、これによって、前記下側のマー
カ・ボディの上の前記上側のマーカ・ボディのさらなる進行が停止されることにより前記
下側のマーカ・ボディに対する前記上側のマーカ・ボディの張り付きが抑制されるよう、
配置されている。
【００１１】
　さらに、複数のダイヤモンド形状の突出部が、前記マーカ・ボディの周囲において周方
向に関して互いに離間して配置され、前記ダイヤモンド形状の突出部の各々は隣接するイ
ンターロッキング突出部同士の間に配置され、前記ダイヤモンド形状の突出部は、前記マ
ーカ・ボディから離れるように前記ベースを押すように機能し、これによって、前記イン
ターロッキング突出部に向かって前記ベースを変形させ、軸方向と回転方向の両方におい
て前記マーカ・ボディに対する前記ベースのロッキングが改善される。
【００１２】
　有利には、前記マーカ・ボディの把持に役立つように、窪んだ凹部が、前記マーカ・ボ
ディの前記上部中に成形されてもよい。前記凹部には、前記窪んだ凹部の上方において、
前記マーカ・ボディ中に成形された、突出した周辺の上係止部分が伴われてもよい。これ
に代えて、または、これに加えて、前記上部における前記マーカ・ボディの壁の表面は、
把持表面を改良するように質感が付けられている。
【００１３】
　本発明の別の有利なフィーチャとして、前記ベースは、前記トラフィック・マーカ組立
体の全重量の７０％以上の重量を有し、前記マーカ・ボディは、前記トラフィック・マー
カ組立体の前記全重量の残りの３０％の重量を有し、前記トラフィック・マーカ組立体が
組み立てられた場合、前記トラフィック・マーカ組立体の傾け角度は鉛直方向から６０度



(6) JP 6393780 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

以上である。好適な一実施形態では、前記傾け角度は鉛直方向から約７６度である。同実
施形態において、前記ベースは、前記トラフィック・マーカ組立体の前記全重量の約８０
％の重量を有する。
【００１４】
　前記マーカ・ボディは、好適には、低密度ポリエチレンから成形される。
　本発明は、本発明の追加のフィーチャおよび利点と共に、添付の例示の図面と併せて次
の説明を参照することによって最も良く理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に従って構成された、組み立てられたトラフィック・コーン
からなるスタックの等角図。
【図２】図１のトラフィック・コーンからなるスタックの断面図。
【図３】図１の組み立てられたトラフィック・コーンの底面図。
【図４】図１のトラフィック・コーンのボディ部の側面図。
【図５】ベースの等角図。
【図６】ベースの下側の一部の拡大図。
【図７】組み立てられたコーンのベースの等角図。
【図８】組み立てられたコーンの底面図。
【図９】完全に組み立てられたコーンの等角図。
【図１０】完全に組み立てられたコーンの側面から見た断面図。
【図１１】完全に組み立てられたコーンのベース部の一部についての側面から見た拡大断
面図。
【図１２】完全に組み立てられたコーンの平面図。
【図１３】本発明のトラフィック・コーンの別の実施形態の等角図。
【図１４】図１３のトラフィック・コーンのボディにおける底部の内面を示す図（補強リ
ップを有するコーン・ボディのフランジを示している）。
【図１５】図１３および図１４におけるトラフィック・コーンのボディの下部を示す図。
【図１６】図１３～図１５におけるトラフィック・コーンのボディの下部を示す図であり
、ベースがない状態で第１コーンの上に第２コーンが積み重ねられており、説明の目的の
ために第２コーンのボディの一部が切り欠かれている。
【図１７】図１３～図１５におけるトラフィック・コーンのボディの下部を示す図であり
、ベースがない状態で第１コーンの上に第２コーンが積み重ねられており、説明の目的の
ために第２コーンのボディの一部が切り欠かれている。
【図１８】積み重ねられた関係にある図１３～図１７の２つのコーンを示す図であり、説
明の目的のために上側コーンが切り欠かれている。
【図１９】積み重ねられた関係にある図１３～図１７の２つのコーンを示す図であり、説
明の目的のために上側コーンが切り欠かれている。
【図２０】本発明のトラフィック・コーンの第２実施形態を示す図であり、コーンのボデ
ィとベースとの間の係合が特に示されている。
【図２１】本発明のトラフィック・コーンの第２実施形態を示す図であり、コーンのボデ
ィとベースとの間の係合が特に示されている。
【図２２】本発明のトラフィック・コーンの第２実施形態を示す図であり、コーンのボデ
ィとベースとの間の係合が特に示されている。
【図２３】本発明のトラフィック・コーンの第２実施形態を示す図であり、コーンのボデ
ィとベースとの間の係合が特に示されている。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　ここで図面をより詳細に参照すると、図１～図１２では、中央開口１３を有する成形ベ
ース１２と、円錐形のマーカ・ボディ１４と、を備えるトラフィック・コーン組立体１０
の第１実施形態が示されている。この従来のトラフィック・マーカの形状は現在好適であ
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るが、マーカ・ボディ１４は、形状が必ずしも円錐形でなくてもよい。
【００１７】
　コーン・ボディ１４は、好適には、低密度ポリエチレンあるいは他の適切なプラスチッ
クから射出成形またはブロー成形される。この材質選択によって、優れた耐寒性能が得ら
れる。また、コーン・ボディ１４の全体または一部が、高密度材料および低密度材料の両
方の混合物から成形されてもよい。ベース１２は、クラムラバー等のリサイクル・ラバー
から成形される（ベース１２の場合もまた他の適切な材料が使用されてもよい）。ベース
は、これらの種類の重み付けされたトラフィック・コーンについての所望の仕様に従って
重み付けされているように設計される。例えば、２つの所望の実施形態は、それぞれ３．
２キログラム（７ポンド）および４．５キログラム（１０ポンド）の場合がある。コーン
のボディ１４およびベース１２からなる組立体は、４６センチメートル（１８インチ）、
７１センチメートル（２８インチ）、または９１センチメートル（３６インチ）等（ある
いは他の所望の高さ）、指定された組み立て高さに適している。本発明のコーン組立体の
１つの特別な利点は、ベース１２がコーンの重量の８０％を含む一方、ボディまたはステ
ム１４がコーンの重量の２０％でしかないということである。従来技術のポリ塩化ビニル
（ＰＶＣ）のコーンでは、ベースは、通常、組立体の全重量の６０％に過ぎない。従って
、本発明のコーン組立体には、非常に安定しているという利点がある。
【００１８】
　円錐形のマーカ・ボディの底部の周囲のフランジ１５が、図２、図８、図１０、図１１
、図１４、図１５、図１６および図１７に示されている。このフランジ１５は、マーカ・
ボディとの接続部におけるベースの厚さを制御するとともに、ベース１２のベース脚部１
５ａが地面に常時接していることを確保する。別の重要なフィーチャは、円錐形のボディ
の周辺部分の周囲の小さなロッキングおよびサイジング・ダイヤモンドの追加である。こ
れらのダイヤモンドは、ベースの成形および寸法のばらつきを補償し、所定位置における
ベースおよびボディの回転方向への固定の維持に役立つともに、所望の場合にコーン組立
体を２ピースに容易に分離させることも可能にする。
【００１９】
　コーン・ボディの上部は、操作者の手から滑りにくくするために窪んだ凹部２０を有す
るように成形されてもよい。さらに、コーン・ボディの同じ領域あるいは全領域は滑りを
低減するように質感が付けられていてもよい。これは、例えば、図１３に示されている。
【００２０】
　コーンは、任意の材料から作られてよく、円錐形のマーカ・ボディ上における文字を有
して成形されてもよいし、当該文字が印刷されてもよい。
　特に図１６および図１７を見ると、コーンのステムまたはボディは、ベースが取り付け
られていない完成したコーン・ステムが、スタックにおける内側のコーン・ステムの「小
隆起」１６上に係止するよう積み重なるようにするフィーチャを有するよう設計されてい
る。図１６および図１７は、内側のコーン・ステムが可視化されて小隆起１６との接触が
見られるように部分的に切り欠かれた上側また外側のコーンの段を示している。この干渉
した接触は、外側のコーン・ステムが内側のコーン・ステムのテーパー面に沿って接触す
ることを抑制できる（この接触は、施された反射シートへの張り付きおよび／または擦り
の損傷を生じ得る）。
【００２１】
　図１８および図１９に示すように、また、外側のコーン・ステムが視覚的な明瞭さのた
めに部分的に切り欠かれており、コーンは、対応するベースに組み立てられたとき、全体
的なコーン組立体高さではなく、ベースの高さによって規定されるスタック高さを有する
ように設計されている。このことによって、運送中にシートに擦り傷が付いたりシートが
損傷したりすることがないよう、最終的な目的地に輸送されるときに、コーン・ステム同
士の間にクリアランスを有するようにコーンが効果的に積み重なることを可能とする（コ
ーン・ステムがシート領域において互いに接触しないので）。また、このことによって、
積み重ねられたときにコーンが互いに張り付くことを抑制できる。
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【００２２】
　図１９および図２０は、成形プラスチックの連続的なリングではなく、スタッキングお
よびベース係合小隆起、またはインターロッキング突出部１６と、ベースとの係合を示し
ている。連続的なリングを用いると、ロッキング接合部が連続的なリング上で壊れた場合
、ベースは、ビードが「回転される」場合においてタイヤが車輪から外れて回転するのと
同様の態様でステムから外れて回転するだろう。互いに別体の小隆起を用いると、小隆起
のうちの１つまたは２つがベースに対してもはや密着しない場合であっても、他の小隆起
がベースを保持し続ける。ロッキング小隆起同士の間の直径サイジング・ダイヤモンド１
８は、クラムラバー成形プロセスから自然に生じるベースの直径のばらつきを補償するよ
うに設計されている。
【００２３】
　図２２および図２３を参照して、互いに離間した押圧サイジング・ダイヤモンド１８は
、ベースをステムから離れるように離間させることによって、ベースをダイヤモンドに当
接させて局所的に変形させ、ステムへのベースのロッキングを改善する（ステムに対する
ベースの干渉嵌めを強化する）。ダイヤモンド１８は、アジャスタとして機能し、ステム
／ベースの公差を補償する（ベース内径の変動に対応する）。ベースを円錐セクションと
同心の状態に維持するために、ダイヤモンド１８の頂点は、小隆起１６のベースよりも下
において中ほどに配置される。ダイヤモンドは、小隆起間において中央に配置され、接面
を形成する（小隆起接触面だが）。
【００２４】
　本発明のラバーベースは、ＪＢＣによって製造されたコーン等の従来技術のコーンのＰ
ＶＣベースに対して大きな利点を有する。例えば、車道に対しての摩擦係数は、ＰＶＣプ
ラスチック製のベース（例えば、カリフォルニア州シティ・オブ・インダストリー（Ｃｉ
ｔｙ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ，　ＣＡ）に米国の営業所を持っているＪＢＣセーフティ
プラスチック（ＪＢＣ　Ｓａｆｅｔｙ　Ｐｌａｓｔｉｃ）によって提供される）を用いる
よりもラバーを用いた方が優れている。
【００２５】
　図１４に示すように、ダブル・フランジ２２が、構造健全性のため、内向きの成形リッ
プを備える。
　ステムとフランジとの交差部において、各パーティングラインにおける長く対向した浅
い凹部、残りの小隆起１６の各々よりも下の互いに異なる形状の凹部は、フランジを強く
する。
【００２６】
　有利に、本開示のコーンは、現場で結合可能な２ピースのコーンを含む。これは、開示
された種類の成形ＰＶＣコーンの技術において特異である。これによって、既に手持ちの
ベースへの取り付け用のコーン・ボディ（ステム）の販売および交換が可能となり、これ
は、ベースがステムに比べて耐久性が非常に高いので、費用対効果が高く、環境にやさし
い。
【００２７】
　図１９に示すように、コーン・ステムが積み重ねられる場合に張り付くことを抑制する
ように、コーン・ステム上の凹部２０（図１３）は、離れ部として機能する。
　本発明のコーン組立体は、分離可能な２ピースの構成により、先行技術のコーンに比べ
、より重いベースと、より軽いステムとの両方を有する。例えば、ステムは、好適には、
ＰＶＣではなく低密度ポリエチレンから成形され、これによって、３．２キログラム（７
ポンド）のコーンは、０．６８キログラム（１．５ポンド）しかないステムと、２．５キ
ログラム（５．５ポンド）のベースとを含む。より重いベースと、より軽いコーン・ステ
ムと（ベースに全重量の約８０％）によって、傾け角度（鉛直方向からコーン組立体が倒
れる前まで傾けられる角度）は、約５４度ではなく約７６度である（その約５４度は、全
重量の約６０％しかベースにない先行技術のＰＶＣコーンに関して、当該産業において典
型的である）。これは、作業者が作業場においてコーンを設置するために車両からコーン
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を投下するときに、再設置が必要な配置の失敗（コーンが倒れる）が非常に少なくなるの
で有益である。
【００２８】
　本発明のコーンは、重量で８０％のリサイクル材料からなり、再び１００％リサイクル
され得る。上述したように、さらなる環境上の利点は、ステムが破壊された場合、新しい
ステムが注文され、ラバーベースは再使用され得るという点である。
【００２９】
　上係止部２４は、コーンの上部における容易な把持のために提供される。そのような上
係止部は、軟らかいＰＶＣコーンでは通常は機能しない（そのような軟らかいステム上の
そのような上係止部は把持されたときに単純に潰れてしまうので）。また、凹部２０と上
係止部２４との組み合わせは、注意テープなどを結ぶのに便利である。
【００３０】
　従って、本発明の例示的な実施形態を示し説明したが、本明細書において使用した用語
の全ては限定するものではなく説明のためのものであり、多くの変形、改変および置換が
、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、当業者によって行なわれてもよいこと
が理解される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図２３】
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